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本人死亡後の後見人等･後見等監督人の
事務フロー

｢本人死亡後の事務の流れ｣のとおり
本人死亡後の事務の流れ～後見人等～
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本人死亡後の事務の流れ

①

（裏付資料）

死亡診断書の写し又は

死亡(除籍)の記載のある戸籍謄本
死亡診断書の写し or

死亡の記載のある戸籍謄本
提出
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一

※報酬付与の申立てを行う場合はAを添付。

｜
後見人等が相続人である。 Or

財産管理の代理権がない保佐。補助 ■
(該当する場合）

後見等事務は終了

☆別途必要なこと

・法務局への終了登記申請

・相続人に対する管理計算報告
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本人死亡



後見人等が相続人ではなく,かつ，財産管理権がある場合

(予定していない）
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報酬付与申立て

の予定がある。l
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(予定している）

⑨へ
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報酬付与申立を行う場合

2回のタイミングで裁判所に書類を提出

．1回目報酬付与申立時

・2回目報酬付与審判後

①後見等事務費
②弁済期到来後の債務
③報酬
の清算後に,積極財産が
ある。
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⑨報酬付与申立時の提出書類

＞報酬付与申立書(印紙800円分,郵便切手82円分）

＞事情説明書

>A死亡時3点セット

i. 死亡時財産目録(報告基準時は本人死亡時）

ii. 後見等事務報告書

（監督人就任事案では

監督事務報告書と後見等事務報告書の両方が必要）

iii. 通帳写し等の裏付け資料

※付加報酬を求める場合

＝事情説明書に,行った死後事務の内容を記載する。
７

報酬付与審判後の提出書類(⑪～⑭）

報酬及びその他の債務精算後,相続人等に引き継ぐべき財産が存
在するか否かによって提出書類が変わる。

①後見等事務費
②弁済期到来後の債務
③報酬
の清算後に,積極財産
がある。

⑭閏
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B･C提出
死亡後4か月以内
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⑬⑭相続人等に引き継ぐべき財産が存在する場合の提出書類

>B死亡時以降の収支報告書(書式1参照）

※本人死亡時から相続人等への引継時までの全収支を記載

※5万円を超える収支については裏付け資料を添付

>C･相続人に対する引継関係書類(書式2-1,2－2参照）
i. 相続人等の署名押印のある引継書

ii. 引継時財産目録

＠
ｌ
Ｉ
ｒ
ｄ
ｌ ①後見等事務費
②弁済期到来後の債務
③報酬
の清算後に,積極財産
がある。

B･C提出
死亡後4か月以内

ノ

⑫相続人等に引き継ぐべき財産が存在しない場合の提出書類

>B死亡時以降の収支報告書．

※本人の死亡以降本人財産がoになるまでの収支を全て記載

※5万円を超える収支については裏付け資料を添付

、 ’、
①後見等事務費
②弁済期到来後の債務
③報酬
の清算後に,積極財産
がある。

ノ

月以内
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報酬付与の申立てを行わない場合の提出書類(⑤～⑧）

その他の債務を清算した後,相続人等に引き継ぐべき財産が存在す

るか否かによって提出書類が変わる。
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1A･B提出
死亡後2か月以内

}身 A～C提出死亡後4か月以内

■
壷
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⑥相続人に引き継ぐべき財産が存在しない場合の提出書類

>A死亡時3点セット

>B死亡時以降の収支報告書

※本人の死亡以降本人財産がoになるまでの収支を全て記載

※5万円を超える収支については裏付け資料を添付

＠
」

AoB提出
死亡後2か月以内

①後見等事務費
②弁済期到来後の債務

の清算後に,積極財産
がある。
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⑦⑧相続人に引き継ぐべき財産が存在する場合の提出書類

>A死亡時3点セット

>B死亡時以降の収支報告書

※本人死亡時から相続人等への引継時までの全収支を記載

※5万円を超える収支については裏付け資料を添付

>C相続人等に対する引継関係書類

⑤r
①後見等事務費
②弁済期到来後の債務

の清算後に,積極財産
がある。
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A～C提出
死亡後4か月以内
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民法馴s条2項の申立て
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管轄

0

＞原則相続が開始した地を管轄する家庭裁判所

＞例外当庁に係属していた事案で,元後見人による申立ての場合

＝当後見センターに申立て

15

民法918条2項の申立ての種類

>動産の処分を命ずる審判申立て

>預貯金の払戻しを命ずる審判申立て

>相続財産管理人の選任審判申立て
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動産の処分を命ずる審判

(必要書類等）

＞申立書(書式3－1，3－2参照）

＞申立事情説明書

＞申立の理由･必要性を裏付ける資料
0

>本人の死亡を裏付ける書類(未提出の場合）

>収入印紙800円分

＞郵便切手82円×1, 10円×1(合計92110円×1(合計92円分）

17

預金の払戻しを命ずる審判

(必要書類等）

>申立書(書式4－1，4－2参照）

>申立事情説明書

＞申立の理由･必要性を裏付ける資料

、

保佐･補助類型で有用

※民法873条の2第3号に基
づく許可を得られないため

、

・預貯金通帳の写し及び債務の存在を裏付ける資料

>本人の死亡を裏付ける書類(未提出の場合）

>収入印紙800円分

>郵便切手82円分
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相続財産管理人の選任審判の申立先

元後見人
による

凸

後見ｾﾝﾀｰ1後見センター

、

ｌ

ｌ

‐

ノ

918条2項

、
ノ I"" 1

家事4部

財産管理係
952条1項
(相続人不存在）

元後見人に
よるもの

であっても

19

相続財産管理人の選任審判(91SH)

(必要書類等）

＞申立書(書式5－1，5－2，5－3，5－4参照）

＞申立の理由･必要性を裏付ける資料
・本人に相続人が存在することを裏付ける資料(戸籍謄本等及び親族関係図）

・相続財産の保存のために相続財産管理人の選任を要する事情を裏付ける資料

・相続財産目録及び通帳等

＞収入印紙800円分

＞郵便切手82円×9, 10円×8 (合計818円分）

○
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相続財産管理人選任後の後見人の仕事

＞当該相続財産管理人に引き継ぐもの

・本人財産

＞裁判所に提出するもの

・死亡後の収支報告書

･引継関係書類

21
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各種申立てについては
事前のご相談をお願いします。
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ご清聴ありがとう
ございました。

又
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本人死亡後の事務の流れ～後見人等～

｢霊王蕾罰①｛ 本人死亡
一電□一
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I
A:死亡時における3点セット
(後見等事務報告書,財産目録,通帳写し等）

B:死亡時以降の収支報告書
C:相続人に対する引継関係書類

一

可
死亡診断書の写し or

死亡の記載のある戸籍謄本提出

zG

後見人等が相続人である。
財産管理の代理権がない保
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本人死亡後の事務の流れ～監督人～

｢霊田蘂。句 ’

I
本人死亡

=ひ

A:死亡時における3点セット
(監督事務報告書･後見等事務報告書,財産目録,通根写し等）

B:死亡時以降の収支報告書．
C:相続人に対する引継関係書類

一

］’②
死亡診断書の写し or
死亡の記載のある戸籍謄本提出
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